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現行の環境基本法の理念は、「環境の恵みの維持増進・享受と後代への継承」。

しかし、

 この理念を十分に実現するためのツールが不完全。

・恵みの中身が不分明 （環境基準といった数値までの汚染にとどめることなど）
・環境の恵みが経済的な利益に劣後 （被害を防ぐ規制はできても、恵みの増進を強制できない）
・限られた場所の生態系、貴重な種などに特化した保護の仕組み
・自然に介入するための資金手当てや人的資源の不足 など

 そのうえ、まだまだ人間中心主義。そこを超えて、リオから議論の始まった「地球憲章」の理念へ移行
すべき。

・地球の生命共同体の回復とその中での人類の安寧確保
＊最近言われるようになった「ネイチャー・ポジティブ」や
「ネイチャー・ベイスド・ソリューション」の考え方には期待したい。

反省



私は、環境政策の専門家であるので、本日は、緑政策に関する
ディテールではなく、現行の環境基本法や地球憲章の「理念」の
実現の観点で、大局的な見地から、なすべきと思うことを提案し
たい。



緑の恵みが不分明、限られた場所を限られた視点で評価

緑の役割についてのホリスティックな評価の実施と即地的な当てはめ

・明治大正基準の、お飾り（修景）としての緑ではなく、令和の緑の基準を作ろう！
広い効用を持つ「生物多様性のある緑」「豊かな生態系を形作る緑」を目指そう。

羽根木エコハウスの坪庭ビオトープ エコ賃貸・羽根木テラスBIOの開放庭 八ヶ岳・金山デッキの草原風の庭



・緑固有の効用の評価だけでなく、SDGｓの達成度に対する緑の貢献も評価したらどうか。

・可能であれば将来的な緑の質の向上や量を増やす「目標」も即地的に定めることができないだ
ろうか。

・都（国によるものもか？）の政策・事業の影響、民間の事業の影響は、この台帳に与える影響
として検出・評価する。

・公共や民間の施策や事業については、緑に与える影響だけでなく、SDGｓに与える影響も評価す

る仕組みを設けたらどうか。こうした仕組みはまだないが、各種の公益のトレードオフだけでな
く、トレードオンの関係も見られるし、特に、分配面への影響も予測することができる。予算の
効率化、ポリシーミックスの発動などに有益と思われる。

・都全域を100ｍメッシュくらいの精度で見て、そこにある緑の現状を、様々な緑の効用・役割
に照らして評価する「緑の資産」台帳（データベース）のようなものを作り、更新する。

・メッシュごとの緑の質や量についての目標も、適切な都民参加の下で定められたら素晴らしい。

緑の幅広い役割を偏りなく評価し、高めていくために
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新たな評価制度の提案

 今後の開発ケースにおいては、平和に円滑にそして早い段階から、開発利益と環境利益そ
れぞれの増進を図ることができるよう工夫されるべきではないか。

 具体的には、公私の開発・再開発は、環境のアセスメントだけではなく、SDGｓに照らし

た評価を行うことにできないか（開発事業だけでなく、前述のように都の施策も評価を
行った方が良い）。SDGｓは恵みの分配面にも関心を寄せるので、優れたレファレンスに
なろう。

 緑の質も量も損なってはならないことはもちろん、極力、質や量の向上を図るべき。

 緑を向上させる私的な取り組みに床ボーナスなどで報
いる仕組みだけではなく、付置される緑の質や量を
もっと義務付ける建築規制を実現して欲しい。



緑の価値が経済的価値に劣後するために、取組みに資金も人も呼びこまれない。

緑を守り、増やし、つなげて活かす公私の取組みをどうファイナンスするか。

 メッシュごとの緑の「目標」を守ることがその場所でできない開発が起こる場合は、都
内の別の場所で緑目標を達成することに、開発事業者の出資や参加を求められるように
してはどうか。（→ミッティゲ―ション）。

 開発をするわけではない既存の大規模温室効果ガス排出者に対する排出規制は都条例に
より一層強化。

 大規模な温室効果ガス排出者が、その排出量から控除できる吸収量を、都内の緑メッ
シュの維持管理を行うことで取得できる、という東京ルール①。

 さらに、都産材を建築物として使用する場合には、都のCO2排出量を直ちに増加側に動
かすのではなく、蓄積量として仮置きする、という東京ルール②。

 都心部への再エネ起源電力の生供給を行うバイオマス発電所を都内の企業や都民出資で
奥多摩地区や丹波村に設置。


